
No. 医療機関 指定日 指定の種類
指定に係る
業務の内容

医療機関勤務環境評価セ
ンターの評価【全体評価】

医療機関勤務環境評価センターの指摘
事項・助言等

県による支援の実施

１ 那須赤十字病院
令和6年
3月27日

特定地域医療提供
機関（B水準）

• 救急医療

医師の労働時間短縮に向
けた医療機関内の取組は
十分に行われており、労働
時間短縮が進んでいる。

• 医師の労務管理における労働時間の

管理体制は整備されているが、計画段

階の項目も見受けられることから早期

に取り組むことが必要である。

• 労働時間短縮に向けて、さらなる改善

に向けての取組が望まれる。

２
獨協医科大学
日光医療センター

令和6年
3月27日

特定地域医療提供
機関（B水準）

• 救急医療
• 地域において、
提供することが
困難な医療

医師の労働時間短縮に向
けた医療機関内の取組に改
善の必要があるが、医師労
働時間短縮計画案から今
後の取組の改善が見込まれ
る。

• 適切な労働管理体制の整備がなされ

ているが、医師の適切な勤務計画の

作成や医師の労働時間短縮に向けた

研修・周知の実施などが計画段階であ

ることから早期実施に向けて取り組むこ

とが必要である。

• 労働時間短縮に向けた自主的な取組

の他、都道府県による必要な支援を

講じられたい。

労働時間短縮に向
けた自主的な取組
状況を確認し、医療
勤務環境改善支援
センターを通じた必要
な支援を行っていく。

３ 済生会宇都宮病院
令和6年
3月27日

特定地域医療提供
機関（B水準）

• 救急医療

医師の労働時間短縮に向
けた医療機関内の取組は
十分に行われており、労働
時間短縮が進んでいる。

• 労務管理体制の整備や労働時間短
縮に向けた取組として、働き方改革に
関する医師の意識改革が十分になさ
れている。

• 労働時間短縮も進んでいる。

４

独立行政法人国立病

院機構栃木医療セン

ター

令和6年
3月27日

特定地域医療提供
機関（B水準）

• 救急医療

医師の労働時間短縮に向
けた医療機関内の取組に改
善の必要があるが、医師労
働時間短縮計画案から今
後の取組の改善が見込まれ
る。

• 医師の勤務環境改善への取組は実施

されているが、タスク・シフト／シェアに取

り組むことが必要である。

• 労働時間短縮に向けて、自主的な取

組の他、都道府県による必要な支援

を講じられたい

労働時間短縮に向
けた自主的な取組
状況を確認し、医療
勤務環境改善支援
センターを通じた必要
な支援を行っていく。

特定労務管理対象機関の指定状況について（R6.4.1時点）

１ 特定地域医療提供機関・連携型特定地域医療提供機関の指定及び評価結果



No. 医療機関 指定日 指定の種類
指定に係る
業務の内容

医療機関勤務環境評価セ
ンターの評価【全体評価】

医療機関勤務環境評価センターの指摘
事項・助言等

県による支援の実施

５ 芳賀赤十字病院
令和6年
3月27日

特定地域医療提
供機関（B水準）

• 救急医療

医師の労働時間短縮に向
けた医療機関内の取組は
十分に行われており、労働
時間短縮が進んでいる。

• 医師の労働時間短縮に向けた研修・

周知の実施が十分なされている。

• 労働時間短縮も進んでいるが、さらな

る改善に向けて努力されたい。

６ 自治医科大学附属病院
令和6年
3月27日

特定地域医療提
供機関（B水準）

• 救急医療
• 地域において、
提供することが
困難な医療

医師の労働時間短縮に向
けた医療機関内の取組は
十分に行われているが、労
働時間短縮が進んでいない。

• 面接指導、勤務間インターバルと代償

休息、タスク・シフト／シェアについての

取組が十分になされている。

• 短縮に向けて自主的な取組を進める

とともに都道府県による必要な支援を

講じられたい。

労働時間短縮に向
けた自主的な取組状
況を確認し、医療勤
務環境改善支援セ
ンターを通じた必要な
支援を行っていく。

７ 獨協医科大学病院

令和6年
3月27日

特定地域医療提
供機関（B水準）

• 救急医療 医師の労働時間短縮に向
けた医療機関内の取組に
改善の必要があるが、医師
労働時間短縮計画案から
今後の取組の改善が見込
まれる。

• 医師の業務の見直しが実施されている

が、医師の勤務計画の作成などが計

画段階であることから早期実施に向け

て取り組むことが必要である。

• 労働時間短縮に向けて、自主的な取

組の他、都道府県による必要な支援

を講じられたい。

労働時間短縮に向
けた自主的な取組状
況を確認し、医療勤
務環境改善支援セ
ンターを通じた必要な
支援を行っていく。

令和6年
3月27日

連携型特定地域
医療提供機関
（連携B水準）

• 医師の派遣

８ 足利赤十字病院
令和6年
3月27日

特定地域医療提
供機関（B水準）

• 救急医療

医師の労働時間短縮に向
けた医療機関内の取組に
改善の必要があるが、医師
労働時間短縮計画案から
今後の取組の改善が見込
まれる。

• 医師の適切な労務管理体制は整備

されているが、計画段階の項目が見受

けられることから早期実施に向けて取り

組むことが必要である。

• 労働時間短縮に向けて、自主的な取

組の他、都道府県による必要な支援

を講じられたい。

労働時間短縮に向
けた自主的な取組状
況を確認し、医療勤
務環境改善支援セ
ンターを通じた必要な
支援を行っていく。

特定労務管理対象機関の指定状況について（R6.4.1時点）

１ 特定地域医療提供機関・連携型特定地域医療提供機関の指定及び評価結果



No. 医療機関 指定日 指定の種類
指定に係る
業務の内容

医療機関勤務環境評価セ
ンターの評価【全体評価】

医療機関勤務環境評価センターの指摘
事項・助言等

県による支援の実施

１ 自治医科大学附属病院
令和6年
3月27日

技能向上集中研
修機関（C-1水
準）

• 医師法第16条の
2第1項の臨床研
修に係る業務
（臨床研修プロ
グラム）

医師の労働時間短縮に向
けた医療機関内の取組は
十分に行われているが、労
働時間短縮が進んでいない。

• 面接指導、勤務間インターバルと代償

休息、タスク・シフト／シェアについての

取組が十分になされている。

• 短縮に向けて自主的な取組を進める

とともに都道府県による必要な支援を

講じられたい。

労働時間短縮に向
けた自主的な取組状
況を確認し、医療勤
務環境改善支援セ
ンターを通じた必要な
支援を行っていく。

２ 獨協医科大学病院
令和6年
3月27日

技能向上集中研
修機関（C-1水
準）

• 医師法第16条の
2第1項の臨床研
修に係る業務
（臨床研修プロ
グラム）

• 医師法第16条の
11第1項の研修
に係る業務（専
門研修プログラ
ム）

医師の労働時間短縮に向
けた医療機関内の取組に
改善の必要があるが、医師
労働時間短縮計画案から
今後の取組の改善が見込
まれる。

• 医師の業務の見直しが実施されている

が、医師の勤務計画の作成などが計

画段階であることから早期実施に向け

て取り組むことが必要である。

• 労働時間短縮に向けて、自主的な取

組の他、都道府県による必要な支援

を講じられたい。

労働時間短縮に向
けた自主的な取組状
況を確認し、医療勤
務環境改善支援セ
ンターを通じた必要な
支援を行っていく。

３ 足利赤十字病院
令和6年
3月27日

技能向上集中研
修機関（C-1水
準）

• 医師法第16条の
2第1項の臨床研
修に係る業務
（臨床研修プロ
グラム）

医師の労働時間短縮に向
けた医療機関内の取組に
改善の必要があるが、医師
労働時間短縮計画案から
今後の取組の改善が見込
まれる。

• 医師の適切な労務管理体制は整備

されているが、計画段階の項目が見受

けられることから早期実施に向けて取り

組むことが必要である。

• 労働時間短縮に向けて、自主的な取

組の他、都道府県による必要な支援

を講じられたい。

労働時間短縮に向
けた自主的な取組状
況を確認し、医療勤
務環境改善支援セ
ンターを通じた必要な
支援を行っていく。

特定労務管理対象機関の指定状況について（R6.4.1時点）

２ 技能向上集中研修機関の指定及び評価結果


